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WEEE 指令に伴う製品へのマーク表示について

当社製品全般
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表題の件について下記の通りご案内させていただきます。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げ
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お知らせ

1、WEEE 指令の概要

電気電子機器廃棄物指令（Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment：WEEE 指令）は、WEEE（電気電子機器廃棄物）の

発生を抑制し、再利用やリサイクルを促進して廃棄される WEEE の量を削減することを目的とし、EU 加盟国および生産者に WEEE の回

収・リサイクルシステムの構築・費用負担を義務付けています。

（1）対象製品（※指令上で除外されている製品を除くすべての電気電子機器(EEE)が対象。）

1.熱交換機器

2.スクリーン、モニタ、及び 100 cm2 よりも大きい面積のスクリーンを持つ機器

3.ランプ

4.大型機器

5.小型機器

6.小型 IT/通信機器 (外形寸法が 50 cm を超えないもの)

（2）生産者/輸入者の義務

生産者に対する主な要求事項は、①EU 加盟国の所轄当局への登録、②WEEE 処理システムの構築、③再利用、解体、リカバリー

を考慮した製品設計、④製品へのシンボルマークの表示になります。

2、当社対象製品の対応

製品本体、又は取扱説明書にシンボルマーク（右記）を表示します。

現在、順次対応を進めておりますが、詳細に付きましては、弊社営業

所、またはサポートダイヤルまでお問い合わせください。

※このシンボルマークは、EU 加盟国のみを対象にしており、

WEEE 指令(2012/19/EU)の第 14 条および附属書Ⅸに準拠し、

使用済みの電気電子機器を家庭ごみとは別に廃棄する必要が

あることを意味しています。

3、対象製品

当社製品全般。

※オプション品のアダプタ、ホルダなど、EEE 対象外の製品を除く。

4、EU 各国へ輸出されるお客様

弊社製品を EU 各国へ輸出される場合は、お客様（EU 域内の輸入者様）等にて、WEEE 指令への対応（製品登録、販売量報告など）

が必要となる場合がございます。

「crossed out wheeled bin」シンボルマーク

2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国に輸入

したことを示す表示




